
様式第２号（第３条関係） 
審 議 会 会 議 録 

 

会議名称 令和５年度第１回伊達市行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会 

議  題 

審議事項 (1) 会長の選出 

     (2) 副会長の選出 

報告事項 (1) 令和４年度の伊達市個人情報保護条例の改正等について 

      (2) 令和４年度の情報公開等制度の運用状況について 

      (3) 行政不服審査法による審査請求について 

そ の 他 

開催日時 令和５年10月24日（火） 10時00分～10時45分 

場  所 伊達市役所２階会議室Ａ 

出 席 者  
出席委員 ５名、市長、事務局 ４名 

所管部課名 総務部職員法制課 

公 開 
非 公 開  
の 別 

 ■  公 開  傍聴者の人数 ０人 

 □  非公開  非公開の理由  

【会議の概要】 

１ 開  会（職員法制課長） 

 

２ 委嘱状交付（机上交付） 

 

３ 市長挨拶 

 

４ 審議事項（議長：総務部長） 

(1) 会長の選出 

(2) 副会長の選出 

  ・委員の互選により、鈴木委員を会長に、原見委員を副会長に選出した。 

  ・以降、会長による議事進行 

 

５ 会長あいさつ 

 

６ 報告事項 

(1) 令和４年度の伊達市個人情報保護条例の改正等について 

(2) 令和４年度の情報公開等制度の運用状況について 

(3) 行政不服審査法による審査請求について 

・別添「報告事項資料」に基づき、事務局より説明 

・委員からの質疑等はなし 

  

７ そ の 他 

 情報提供事項 

(1) 令和４年度の防犯カメラ等の運用状況等について 



(2) 個人情報ファイル簿について 

(3) マイナンバーカード交付等の状況について 

    ・別添「報告事項資料」に基づき、事務局より説明 

 

 【質疑・意見交換】 

 ・マイナンバーカードの保険証利用等について 

［委 員］ マイナンバーカードは保険証と統一するとの報道だが、伊達市も国の方針に応じ、

すぐに対応していくことになるのか。 

また、今後、保険証や金融機関の通帳は不要になるのか。 

［事務局］ 既に保険証としての利用は可能となっており、今後、国は更に推進していく方針と

認識している。保険証については、今後は保険証が発行されなくなり、マイナンバー

カードのみで病院にかかっていただくこととなる見込みであり、医療費についてもマ

イナンバーカードでの受診と保険証での受診では若干の差異が生じる。  

しかし、金融機関については、通帳等が廃止されるようなことにはならないと思わ

れる。 

［委 員］ 今、市内の医療機関では、保険証ではなくマイナンバーカードを持参し受診するこ

とができるのか。 

［事務局］ 市内の医療機関は全てマイナンバーカードでの受診が可能。ただし、カードの保険

証利用の申込手続きをしていただく必要がある。具体には、マイナポータルやセブン

イレブンのＡＴＭでの事前登録か、医療機関の機器での初回登録手続きを要する。 

［委 員］ 市民はそのような手続きを要することを知らず、病院に機器が導入されていれば使

えると考えているのではないか。カード作成時のポイント還元事業にあたり、保険証

は既に紐付け済みと誤解している方も多いのではないか。 

［事務局］ 現状、紐付け事故等の報道から、市民の皆さんも不安に思われていると思うので、

そのあたりがきちんと整理されてから周知に注力することを検討していきたい。 

 

・マイナンバーカード制度に係る周知について 

［委 員］ マイナンバー導入時の使用目的は「税・社会保障・災害」の３点であったが、現状

はなかなか普及していない。カードの普及率は上がったが、まだ制度について知られ

ていない。 

［委 員］ カードを作るメリットが市民に伝わっていない。免許証のように役割がわかりやす

いものでもなく、申請も任意であり、市民にとってはカードがなくても特段の不便な

く生活できる。 

［委 員］ 現状、カードにまつわる事故が後を絶たないことも不安材料である。 

［委 員］ あちこちの窓口で本人確認資料としてマイナンバーカードを見せると、担当者から

「免許証はありませんか」と聞かれるのが現状である。 

［委 員］ 今後、カードの様々な用途への利用が進むのだろうが、年齢層によってはついてい

けないのではないか。単身高齢者等に対してはひとりずつ個別対応していかなくては

ならないと思われ、大変な作業量になるのではないか。 

［委 員］ 保険証利用等を推進するには、使いやすい制度等を考えていただかなくてはならな

いのではないか。 

 

・個人情報保護に係る対応について 

［委 員］ マイナンバーカード以外でも個人情報の流出に係る事件が多発しており、身近な問

題である。 



［委 員］ パスワード等の個人情報は一度流出してしまうと、目に見えて実害が生じる前でも

対応にも苦慮するところであり、身の周りでも実際に被害が生じているところ。 

 

・災害時等のマイナンバーカードの活用について 

［委 員］ 先日、市の避難訓練の際、事前に案内のあったアプリをインストールして参加し、

自分は問題なく利用することができたのだが、全ての方がスマートフォンを持ってい

るわけでもないため、実際の避難時等はマイナンバーカードを利用できた方がよろし

いのではと思ったところである。 

［事務局］ マイナンバーカードを持参していただければ、避難所の出入りや各避難所の食事の

数量等の把握も容易になることから、いずれ技術の進歩に伴い、マイナンバーカード

もそのような使われ方となるのではないか。 

 
８ 閉  会 

 
 



 

伊達市行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会 
 

                               日 時 令和５年10月24日(火) 午前10時 

                               会 場 市役所本庁舎２階会議室Ａ 

 

１ 開  会 

 

 

２  委嘱状交付  

 

 

３  市長挨拶  

 

 

４ 審議事項 

(1) 会長の選出  

(2) 副会長の選出  

 

 

５ 会長挨拶 

 

 

６ 報告事項 

(1) 令和４年度の伊達市個人情報保護条例の改正等について  

(2) 令和４年度の情報公開等制度の運用状況について  

(3) 行政不服審査法による審査請求について  

 

 

７  その他  

 情報提供事項 

(1) 令和４年度の防犯カメラ等の運用状況等について  

(2) 個人情報ファイル簿について  

(3) マイナンバーカード交付等の状況について  

 

 

８  閉  会 

 

 



 

 

 

 

伊達市行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会 

 

 

 

 

報告事項資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年10月24日 
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－１－ 

１ 令和４年度の伊達市個人情報保護条例の改正等について 

(1) 地方公共団体における個人情報の保護に係る取扱いの変更について 

令和３年５月12日付けで個人情報の保護に関する法律の一部改正等を含む「デジタル社会の形成を

図るための関係法律の整備に関する法律」が成立・同月19日に公布されたことに伴い、令和５年４月

１日より、地方公共団体の機関・地方独立行政法人についても改正後の個人情報保護法が施行されま

した。伊達市を含む地方自治体においては、個人情報保護事務の運用について、これまではそれぞれ

が定めた個人情報保護条例をもとにしてきたところでしたが、上記の法改正により、令和５年度以降

は個人情報保護法を基本法としつつ、条例において、法律の範囲内で必要最小限の独自の保護措置を

許容されるという制度へと移行したところです。 

    ＜ 改正前 ＞                      ＜ 改正後 （令和５年４月～） ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】 法改正に伴う審査会の役割の変更 

審査会への諮問等実績 法施行後の

取扱い案 
考 え 方 

種 別 実績内容 

本人以外からの収

集及び要配慮個人

情報の収集 

防犯カメラ、ドラ

イブレコーダー等

による収集 
法の規定に 

より不可 

全国での運用一元化のため、条例において個別

判断につながる諮問事項の規定を設けることは

不可。 

疑義が生じた場合には、国の機関である「個人

情報保護委員会」にて判断することとなる。 

目的以外での利用

又は提供 

ドライブレコーダ

ーの画像等 

オンライン結合に

よる提供 

図書館情報システ

ムの利用等 

開示請求等に係る

審査請求 
実績なし 

引き続き

審議可 

法律の規定により、条例で第三者機関として審

査会を設置できるため、現行どおり 

制度の運営に係る

重要事項 

保護条例や債権管

理条例の改正、議

案公開時の取扱い

など 

引き続き 

審議可 

「…個人情報の適正な取扱いを確保するため専

門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要

であると認めるときは、審議会…に諮問するこ

とができる｡｣（法第1 2 9条抜粋） 

組織 根拠法令 所管部署 

民間、国、 

独立行政法人等､ 

地方自治体 

＝伊達市 

(議会を除く｡) 

個人情報の 

保護に 

関する法律 

個人情報 

保護委員会 

国会・地方議会 

＝伊達市議会 

(議会の個人 

情報保護の) 

法令・条例等 

各議会 

 

組織 根拠法令 所管部署 

民間 
個人情報の保護に 

関する法律 

（国の機関） 

個人情報 

保護委員会 

国 
行政機関 

個人情報保護法 
総務省 

独立行政法人等 
独立行政法人等 

個人情報保護法 

地方自治体 

伊達市（教育委

員会、議会、農

業委員会等含む) 

(各地方自治体の) 

個人情報保護条例 

＝伊達市個人情報 

保護条例 

各地方自治体 

 メインルールが条例から法律へ 



－２－ 

(2) 伊達市個人情報保護条例の改正について 

上記の制度変更に伴い、令和４年度に開催した本審査会において本市の個人情報保護制度の在り方

に係る諮問を行い、令和４年第４回伊達市議会定例会において、答申内容に基づき「伊達市個人情報

保護条例」の全部改正を行いました。 

なお、伊達市議会については、地方議会は改正後の個人情報保護法に定める実施機関に含まれない

ことから別途条例の策定が必要となり、令和５年第１回伊達市議会定例会において条例の制定を行い

ました。 

 

【 改正後の個人情報保護条例の主な内容 】 

① 規定対象…法の適用除外となる議会を「実施機関」の定義から除外 

② 個人情報ファイル簿…法により1,000人以上の個人情報が含まれるファイルごとに管理

用帳簿の作成及び公表が義務付けられたが、従来どおり庁内の個人情報事務を管理する

ため、含まれる個人情報が1,000人未満のファイルについても独自に帳簿を作成 

③ 代理人による開示請求における本人の意思確認…必要と認める場合に、本人への個人情

報の開示に係る意思確認ができることを明示 

④ 開示請求に係る手数料…従来どおり、手数料は無料とし、写しの作成及び送付に要する

実費は開示請求者の負担 

⑤ 第三者機関への諮問…個人情報の適正な取扱いを確保するための諮問及び開示決定等に

係る審査請求に係る諮問は、従来どおり本審査会へ行う。 

⑥ 運用状況の公表…適正な運用に資するため、従来どおり毎年の実績を公表 

 

 

２ 令和４年度の情報公開等制度の運用状況について 

 (1) 伊達市情報公開制度の運用状況について 

 ① 年度別開示状況（平成20年度～令和４年度 15年間）             （単位：件） 

年度 

区分 
H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04 合計 

全部開示 8 5 8 3 1 4 1 4 5 1 2 5 0 1 1 49 

一部開示 0 0 0 2 1 0 1 0 0 3 4 4 7 6 11 39 

不 存 在 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 4 

非 開 示 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

計 8 5 8 5 2 4 2 4 5 4 7 9 8 9 13 93 

 

 

 



－３－ 

 ② 令和４年度開示請求等状況 

請求件名 請求／決定年月日 決定内容 請求者 

家屋評価調書 
請求 令和４年４月28日 

決定 令和４年５月９日 
一部開示 道内住民 

市内全域の地席図（地番図、筆界図）及び路線価

図 

請求 令和４年６月８日 

決定 令和４年６月13日 
一部開示 道外住民 

環境保全協議会会議録 要旨（第 1回から第 10

回） 

請求 令和４年６月15日 

決定 令和４年６月28日 
一部開示 道外住民 

家屋評価調書 
請求 令和４年６月21日 

決定 令和４年６月21日 
一部開示 道内住民 

土地鑑定業務委託に係る書面等 
請求 令和４年７月15日 

決定 令和４年７月25日 
一部開示 道外住民 

伊達市次世代エネルギーパークに設置されている

再生可能エネルギー発電源の総数等 

請求 令和４年８月１日 

決定 令和４年８月15日 
不存在 道外住民 

札幌地裁判決、札幌高裁判決及び最高裁判決 
請求 令和４年８月25日 

決定 令和４年８月30日 
一部開示 道外住民 

伊達火力発電所の公害防止に関する協定書 
請求 令和４年８月30日 

決定 令和４年９月13日 
全部開示 市内住民 

建設リサイクル法による解体等の届出書（工事場

所を伊達市有珠町とするもの） 

請求 令和４年11月１日 

決定 令和４年11月７日 
一部開示 道外住民 

土地・家屋の登記情報 
請求 令和４年12月13日 

決定 令和４年12月15日 
一部開示 道外住民 

都市計画システムの地番図、家屋図データ 
請求 令和４年12月13日 

決定 令和４年12月15日 
一部開示 道外住民 

土地鑑定業務委託に係る書面等 
請求 令和５年２月10日 

決定 令和５年２月14日 
一部開示 道外住民 

都市計画システムの地番図データ及び町名コード

表 

請求 令和５年２月16日 

決定 令和５年２月16日 
一部開示 道外住民 

 

 (2) 伊達市個人情報保護制度の運用状況について 

  ① 令和４年度開示請求等状況 

   伊達市個人情報保護条例に基づく令和４年度の個人情報開示請求等は、ありませんでした。 

 

３ 行政不服審査法による審査請求について 

令和４年度の審査請求は、ありませんでした。 

なお、不服申立てに係る審査請求があった場合は、審査庁が組織する審理員が審理手続を経て審理

員意見書を作成し、審査庁は当該意見書についての諮問を本審査会が受けることとなります。 

その場合、本審査会では、その権限により諮問に対する調査審議及び答申をすることとなります。 



－４－ 

（参考）伊達市行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会のあらまし 

 

１  審査会のあらまし 

「伊達市行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会」は、「伊達市行政不服及び情報公開・個

人情報保護審査会及び行政不服審査に関する条例」を根拠に設置された市長の附属機関です。 

前身は、平成10年に組織された「伊達市情報公開・個人情報保護審査会」ですが、行政不服審査

法の規定に基づく第三者機関としての権限を所掌するため、平成28年に改組して、現在の審査会と

なりました。 

本会は、行政不服審査法並びに伊達市情報公開条例及び伊達市個人情報保護条例及び伊達市議会

個人情報保護条例の規定により、その権限に属せられた事項を処理することとされており、具体的

には、後述する「３ 審査会の所掌事項」について、協議及び検討をしていただきます。 

 

 

２  審査会の委員 

市長によって委嘱された委員５名で構成されています。 

伊達市行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会委員名簿（50音順） 

（任期：令和５年10月１日～令和７年９月30日） 

氏  名 備  考 

 木立 真理 一般公募 

 鈴木 啓一 行政精通者 

 林  正樹 議会推薦 

原見 正信 議会推薦 

 的場 重一 行政経験者 

 

 

３ 審査会の所掌事項 

 (1) 行政不服審査法の規定によりその権限に属させられた所掌事項 

市長部局等の実施機関が行った処分に不服がある者は、行政不服審査法の規定に基づいて審査請

求をすることができます。審査請求があった場合、実施機関は「伊達市行政不服及び情報公開・個

人情報保護審査会」に諮問し、その答申を受けて審査請求に対する裁決をします。 

 ① 第43条関係（行政不服審査会等への諮問） 

    行政庁の処分又は不作為についての審査請求に係る審査庁の諮問に対する答申 

 ② 第74条関係（審査会の調査権限） 

    諮問案件の審査に関する審査庁等への資料の提出要求、意見陳述要求その他必要な調査 

  

(2) 伊達市情報公開条例の規定によりその権限に属させられた所掌事項  

① 第14条関係（公文書の開示の決定） 

    公文書が著しく大量であって、２か月以上開示決定を延長する場合の意見 
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 ② 第21条関係（審査請求の取扱い） 

    開示請求に係る処分又は不作為についての審査請求に係る実施機関の諮問に対する答申 

 

 (3) 伊達市個人情報保護条例の規定によりその権限に属させられた所掌事項 ※改正後 

  ① 第６条関係（審査請求の取扱い） 

    個人情報の適切な取扱いの確保のため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であ

ると認める場合 

   ・個人情報保護に関する条例の改正及び廃止、実施機関における個人情報の取扱いに関する運

用方法の在り方検討、措置の基準や運用方法に係る細則等の制定・改廃 

・開示・訂正・利用停止に係る決定又は開示・訂正・利用定請求に係る不作為についての審査

請求に係る実施機関の諮問に対する答申 

 

 (4) 伊達市行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会及び行政不服審査に関する条例の規定によ

る所掌事項 

 ① 第４条関係（所掌事項） 

・情報の公開及び個人情報保護の運営に関する事項の調査審議 

・情報公開制度及び個人情報保護制度の在り方に関する意見具申 

 ② 第９条関係（審査会の調査権限等） 

    諮問案件の審査に関する実施機関等への資料の提出要求、意見陳述要求その他必要な調査 

 

(5) 伊達市議会個人情報保護条例の規定によりその権限に属させられた所掌事項 

 ① 第45条関係（審査会への諮問） 

    開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求もしくは利用停止請求に

係る不作為についての審査請求に係る伊達市議会の諮問に対する答申 

 ② 第50条関係（審査会への諮問） 

    個人情報の適正な取扱いの確保のため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であ

ると認める場合 
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４ 審査会の開催状況 

開催日時 審 議 事 項 等 

第29回 

（Ｒ04.10.21） 

情報公開等制度の運用状況について 

防犯カメラ等の運用状況等について 

行政不服審査法による審査請求について（請求なし） 

個人情報の保護に関する法律の改正に伴う本市の個人情報保護制度の在り方につ

いて 

第28回 

（Ｒ03.10.04） 

情報公開等の運用状況について 

防犯カメラ等の運用状況等について 

行政不服法による審査請求について 

第27回 

（Ｒ02.10.09） 

情報公開等の運用状況について 

防犯カメラ等の運用状況等について 

行政不服法による審査請求について 

第26回 

（Ｒ02.02.04） 

街頭防犯カメラにより個人情報を本人以外から収集することについて 

ドライブレコーダーにより個人情報を本人以外から収集すること及び当該個人情

報を提供することについて 

第25回 

（Ｒ01.10.03） 

情報公開等の運用状況について 

防犯カメラの運用状況等について 

行政不服法による審査請求について 

第24回 

（Ｈ30.10.29） 

情報公開等の運用状況について 

防犯カメラの運用状況等について 

行政不服法による審査請求について 

第23回 

（Ｈ29.10.２） 

情報公開等の運用状況について 

防犯カメラの運用状況等について 

行政不服法による審査請求について 

第22回 

（Ｈ29.８.22） 
（仮称）伊達市の債権の管理に関る条例における個人情報の取扱いについて 

第21回 

（Ｈ28.８.19） 

情報公開等の運用状況について 

防犯カメラの運用状況等について 

行政不服法による審査請求について 

議案書の公開に係る個人情報の取扱いについて 

第20回 

（Ｈ28.２.９） 
行政不服審査法の改正に伴う審査会の改組について 

第19回 

（Ｈ27.10.14） 

情報公開等の運用状況について 

総合公園だて歴史の杜防犯カメラの運用状況について 

第18回 

（Ｈ26.11.12） 

情報公開等の運用状況について 

防犯カメラ設置により個人情報を本人以外から収集することについて 
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第17回 

（Ｈ25.10.２） 
情報公開等の運用状況について 

第16回 

（Ｈ24.９.５） 
情報公開等の運用状況について 

第15回 

（Ｈ23.10.３） 
情報公開等の運用状況について 

第14回 

（Ｈ22.１.28） 
情報公開等の運用状況について 

第13回 

（Ｈ21.10.１） 
水道料金等徴収業務の民間委託に伴う個人情報データの提供について 

第12回 

（Ｈ19.11.26） 

要援護者（ひとり暮らし高齢者等）の支援体制整備に係る個人情報の提供につい

て 

第11回 

（Ｈ19.10.２） 

水道料金等徴収業務の民間委託に伴う個人情報データの提供について 

情報公開等の運用状況について 

第10回 

（Ｈ19.４.24） 

保有個人情報の外部提供について 

情報公開等の運用状況について 

第９回 

（Ｈ17.10.３） 
情報公開等の運用状況について 

第８回 

（Ｈ17.６.３） 

保有個人情報（敬老会名簿）の提供について 

情報公開等の運用状況について 

第７回 

（Ｈ16.10.13） 
個人情報保護条例の改正について 

第６回 

（Ｈ16.10.８） 
個人情報保護条例の改正について 

第５回 

（Ｈ15.12.１） 

住基台帳カード等の広域利用について 

個人情報の共有に係る管理運営について 

個人情報保護条例の一部改正について 

第４回 

（Ｈ15.10.２） 
情報公開等の運用状況について 

第３回 

（Ｈ14.11.14） 

出資法人等情報公開要綱 (案) について 

消防地図情報検索処理装置への関係情報の提供について 

住民基本台帳ネットワークシステムの運用状況報告について 

情報公開等の運用状況について 

第２回 

（Ｈ12.11.21） 

個人情報の収集の制限に関することについて 

個人情報の利用及び提供の制限に関することについて 

第１回 

（Ｈ11.８.23） 
情報公開、個人情報保護について 
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令和４年度の防犯カメラ等の運用状況等について 

(1) 防犯カメラ、街頭防犯カメラ及びドライブレコーダーの運用状況について

市内５施設（「総合公園だて歴史の杜」、「伊達市市民活動センター」、「伊達市放課後児童クラ

ブ」、「市道胆振長輪線」及び「市道伊達紋別天望線自由通路」）に設置している防犯カメラ、街頭

防犯カメラ並びに市公用車に搭載しているドライブレコーダーについて、令和４年度の個人情報（画

像等）の目的外利用及び提供の状況は、次のとおりです。 

① 画像等の目的外利用の状況

  該当事例はありませんでした。 

② 画像等の提供状況

  次のとおり提供しました。 

録画媒体の別 提供年月日 提供先 提供目的 提供方法、画像等 

防

犯

カ

メ

ラ 

総合公園 

だて歴史

の杜 

令和４年４月13日 伊達警察署 

事件捜査のため 
令和４年４月５日の録画

データ（閲覧） 
根拠

条項 

要綱第６条 

第１号 

令和５年２月１日 室蘭警察署 

事件捜査のため 
令和５年１月26日の録画

データ（閲覧） 
根拠

条項 

要綱第６条 

第１号 

伊達紋別

天 望 線

自由通路 

令和４年11月４日 伊達警察署 

事件捜査のため 令和４年10月31日７時15

分～同日16時45分の録画

データ（ＵＳＢ貸与） 

根拠

条項 

要綱第６条 

第１号 

街頭防犯 

カメラ

令和４年５月26日 伊達警察署 

事件捜査のため 
令和５年５月25日の録画

データ 
根拠

条項 

条例第９条 

第１項第１号 

令和５年１月26日 伊達警察署 

事件捜査のため 
令和５年１月21日及び１

月23日の録画データ 
根拠

条項 

条例第９条 

第１項第１号 

令和５年２月14日 伊達警察署 

事件捜査のため 
令和５年２月３日の録画

データ 
根拠

条項 

条例第９条 

第１項第１号 

令和５年３月20日 伊達警察署 

事件捜査のため 
令和５年３月15日及び３

月16日の録画データ 
根拠

条項 

条例第９条 

第１項第１号 

ドライブ 

レコーダー
該当なし 

※「総合公園だて歴史の杜防犯カメラの管理及び運用に関する要綱」第６条第１号

  ：公園及び地域の安全を脅かすような事態が生じた場合で、刑事訴訟法（昭和23年法律第1 3 1号)

情報提供１
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第1 9 7条第２項の規定に基づき、捜査機関から犯罪捜査目的で文書により提供を求められたと

き。 

※「伊達紋別天望線自由通路防犯カメラの管理及び運用に関する要綱」第６条第１号 

：自由通路及び地域の安全を脅かすような事態が生じた場合で、刑事訴訟法（昭和23年法律第

1 3 1号）第1 9 7条第２項の規定に基づき、捜査機関から犯罪捜査目的で文書により提供を求め

られたとき。 

※「伊達市が設置する街頭防犯カメラの管理及び運用に関する要綱」第６条第１項 

（令和５年２月９日付け改正（令和５年４月１日付け施行）前） 

   ：管理責任者は、画像等を目的以外に利用し、又は他の者へ提供してはならない。ただし、個人

情報保護条例第９条第１項各号に掲げる場合を除く。 

※「伊達市個人情報保護条例」第９条第１項第１号 

（令和４年12月15日付け改正（令和４年４月１日付け施行）前） 

   ：実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外に保有個人情報（保有特定個人情報を除く。以下こ

の条において同じ。）を当該実施機関内において利用し、又は当該実施機関以外のものへ提供

してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

    (1) 法令等の規定に基づくとき。 

 

 (2) 防犯カメラ、街頭防犯カメラ及びドライブレコーダーの設置状況について 

昨今の社会情勢や、犯罪及び事故の未然防止並びに発生時の迅速な対応等公益上の必要性から新た

に防犯カメラを設置した際には、本審査会に報告していますが、令和４年度に新たに防犯カメラを設

置した施設はありませんでした。 

また、街頭防犯カメラについても、令和４年度中の新設はありませんでした。 

公用車へのドライブレコーダーの設置につきましては、令和５年３月31日時点で50台の公用車（全

公用車のうち、主に行政事務などで人の移動を目的に使用される一般用途公用車をいう｡）のうち35台

に搭載しています。 

 



伊達市個人情報ファイル簿一覧（電算処理ファイル）
個人情報保護ファイルの名称 所 管 課

1 入札参加資格審査申請者一覧表 財産契約課

2
伊達市総合行政システム（市道民税・申
告受付）

税務課

3 伊達市総合行政システム（法人住民税） 税務課

4 伊達市総合行政システム（軽自動車税） 税務課
5 伊達市総合行政システム（固定資産税） 税務課
6 一般旅券受付交付台帳 市民課
7 戸籍・除籍台帳 市民課
8 障がい者システム 社会福祉課
9 児童手当システム 子育て支援課

10 介護保険システム 高齢福祉課

11 高齢者世帯調査票 高齢福祉課

12 自治会活動奨励金高齢者加算資料 高齢福祉課

13 国民健康保険システム 保険医療課

14
脳ドック受診者名簿、短期人間ドック受
診者名簿、保健師訪問指導事業名簿(重
複・頻回受診等含む｡)

保険医療課

15 第三者行為求償台帳 保険医療課

16 後期高齢者医療システム 保険医療課

17 ひとり親家庭医療システム 保険医療課

18 障がい者医療システム 保険医療課

19 子ども医療システム 保険医療課

20 畜犬登録台帳 環境衛生課
21 墓地使用許可台帳 環境衛生課

22 学齢簿 学校教育課

23 寄贈者記録簿 図書館
24 西いぶり広域図書館情報システム 図書館
25 給食台帳 食育センター
26 永久選挙人名簿 選挙管理委員会事務局
27 農家台帳システム 農業委員会事務局
28 農業者年金記録管理システム 農業委員会事務局
29 下水道事業受益者負担金システム 上下水道課

30 水道料金システム 上下水道課

図書資料の寄贈
図書館利用者カード登録

永久選挙人名簿登録関係事務
農家基本台帳作成事務
農業者年金事務
下水道事業受益者負担金賦課徴収事務
水道料金等賦課・徴収事務（下水道使用料・
簡易水道使用料・温泉使用料含む｡）

重度身心障がい者医療に関する資格記録管
理、給付などを管理するため
子ども医療に関する資格記録管理、給付など
を管理するため
狂犬病予防事務
墓地事務
学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒児童
の入学、転学及び退学に関する事務

利 用 目 的

身体障害者手帳に関する事務
児童手当関係事務
介護保険に関する資格記録管理、保険料、給
付管理、介護認定などを管理するため
高齢者実態調査関係事務、高齢者身元確認事
務
自治会活動奨励金高齢者加算資料作成事務

伊達市競争入札参加資格者の登録

地方税法に基づく市道民税の賦課

地方税法に基づく法人市民税の申告書受理、
納付額調定
軽自動車税賦課
固定資産税・都市計画税賦課
パスポート交付事務
戸籍事務

国民健康保険に関する資格、賦課、保険給
付、特定疾病認定、診療報酬などの事務を管
理するため

給食に関する事務

保健事業事務

第三者行為求償事務
後期高齢者医療に関する資格記録管理、給付
管理、保険料などを管理するため
ひとり親家庭等医療費に関する資格記録管
理、給付などを管理するため

情報提供２



伊達市個人情報ファイル簿一覧（マニュアル処理ファイル）
個人情報保護ファイルの名称 所 管 課

1 「心の伊達市民」住民登録申請書 企画財政課

2 寄附者情報関係 企画財政課
3 入札参加資格審査申請書 財産契約課

4
預金口座振替依頼書、自動払込利用申込
書

税務課

5 収入原簿、納付済通知書 税務課
6 差押調書、交付要求書他 税務課
7 戸籍事簿綴・除籍簿 市民課
8 個人番号カード申請書綴 市民課
9 住民基本台帳各証明綴 市民課

10 国民年金関係綴 市民課
11 印鑑原票綴 市民課
12 相続税法第58条の規定による通知書 市民課
13 火葬許可証綴 市民課

14
所得証明書、所得課税証明書、非課税証
明書、評価証明書等

市民課

15 介護保険認定申請書個人ファイル 高齢福祉課

16
予防接種台帳、予防接種予診票、予防接
種勧奨通知

健康推進課

17

健康増進法対象者名簿、基本健康診査受
診者台帳、個別健診結果綴、胃がん検診
受診者名簿、肺がん検診受診者名簿、大
腸がん検診受診者名簿、乳がん検診受診
者名簿、子宮がん検診受診者名簿、肝炎
ウィルス検診受診者名簿

健康推進課

18 浄化槽設置届出書 環境衛生課
19 給水装置工事台帳 上下水道課

20 水道料金等納入通知書及び督促状 上下水道課

21 異動受付・データ異動整理票 上下水道課

22 口座振込依頼書 食育センター
23 伊達市条例制定請求署名簿 選挙管理委員会事務局

個人情報ファイル簿の記載事項

給水措置工事事務
水道料金等賦課・徴収事務（下水道使用料・
簡易水道使用料・温泉使用料含む｡）
水道料金等賦課・徴収事務（下水道使用料・
簡易水道使用料・温泉使用料含む｡）
給食に関する事務
直接請求関係事務

浄化槽設置届出書等審査事務

戸籍事務
個人番号カード交付事務
住民基本台帳事務
国民年金事務
印鑑登録事務
相続税法58条による税務署への報告事務
埋火葬の認可事務

市税に関する証明書の交付

要介護認定・要支援認定事務

予防接種事務

健康増進事業事務（健康診査、がん検診）及
び特定健康診査事務

税の徴収事務及び滞納処分整理

市外在住者の行動とネットワークを活用し伊
達市のＰＲを行う
ふるさと納税の推進

利 用 目 的

伊達市競争入札参加資格者の登録

市税の納付に関する事務

市税の収納事務

○ 個人情報ファイルの名称
○ 個人情報ファイルの利用目的
○ 個人情報ファイルが利用に供される事務を
　 つかさどる組織の名称
○ 記録項目
○ 記録範囲
〇 保有する個人情報の対象者数

○ 記録情報の収集方法
〇 個人情報ファイルの種別
〇 要配慮個人情報の有無
○ 記録情報の経常的提供先
○ 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地
○ 訂正及び利用停止に関する他の法律の規定に
　 よる特別 の手続等



マイナンバーカード交付等の状況
R5.09.30

順位 市町村名
人口（Ａ）

R5.1.1
交付前設定 交付（Ｂ）

交付率
（Ｂ/Ａ）

1 三笠市 7,722 6,770 6,684 86.56%
2 留萌市 19,234 16,394 16,129 83.86%
3 士別市 17,283 14,756 14,476 83.76%
4 千歳市 97,664 82,296 80,087 82.00%
5 釧路市 160,483 134,536 130,794 81.50%
6 砂川市 15,909 12,915 12,784 80.36%
7 稚内市 31,644 25,965 25,370 80.17%
8 室蘭市 78,252 63,517 62,369 79.70%
9 滝川市 38,062 31,111 30,316 79.65%

10 芦別市 11,976 9,622 9,518 79.48%
11 登別市 45,226 36,757 35,823 79.21%
12 恵庭市 70,179 57,048 55,366 78.89%
13 富良野市 20,223 16,063 15,817 78.21%
14 伊達市 32,395 25,590 25,145 77.62%
15 名寄市 26,020 20,696 20,099 77.24%
16 岩見沢市 76,753 60,965 59,060 76.95%
17 深川市 19,161 14,986 14,742 76.94%
18 北見市 113,036 89,346 86,928 76.90%
19 北斗市 44,366 34,814 34,093 76.84%
20 網走市 33,444 26,221 25,551 76.40%
21 苫小牧市 168,299 131,542 126,870 75.38%

道内市町村 5,139,913 3,997,965 3,855,787 75.02%
22 根室市 23,546 17,885 17,569 74.62%

道内市 4,244,687 3,290,871 3,162,746 74.51%
23 石狩市 57,954 44,095 43,113 74.39%
24 函館市 244,431 186,315 180,284 73.76%
25 赤平市 9,008 6,715 6,623 73.52%
26 旭川市 324,186 248,644 238,258 73.49%
27 美唄市 19,500 14,627 14,325 73.46%
28 札幌市 1,959,512 1,501,326 1,429,091 72.93%
29 歌志内市 2,790 2,069 2,032 72.83%
30 北広島市 57,351 43,786 41,703 72.72%
31 夕張市 6,729 5,041 4,891 72.69%
32 帯広市 164,014 124,325 119,061 72.59%
33 江別市 119,169 90,297 85,881 72.07%
34 小樽市 108,548 79,042 77,587 71.48%
35 紋別市 20,618 14,794 14,307 69.39%

情報提供３
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